
1998年出上の木簡
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１
　
所
在
地
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根
県
出
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市
上
塩
冶
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分

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
八
年
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九
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八
年
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１０
）
四
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１

一
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月

３
　
発
掘
機
関
　
　
島
根
県
教
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文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
）

４
　
調
査
担
当
者
　
熱
田
貴
保

。
岡
田
充
哲

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

。
郡
衛
関
連
遺
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
縄
文
時
代
後
期
―
中
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

遺
跡
は
出
雲
市
南
郊
に
位
置
し
、
神
戸
川
右
岸
の
標
高
約

一
四
ｍ
の
低
台
地

上
に
立
地
し
て
い
る
。
過
去
の

調
査
で
木
簡

。
封
絨
木
簡
状
木

製
品

。
墨
書
土
器

・
円
面
硯
な

ど
が
出
土
し
て
い
る

（本
誌
第

一
七
・
一
九

・
二
〇
号
）。

沢

　

九
八
年
度
は
五
年
に
わ
た
っ

木

た
調
査
の
最
終
年
度
で
、
低
台

柿

地
上
と
そ
の
縁
辺
を
調
査
し
た
。

台
地
上
で
は
古
墳
時
代
以
前
の

遺
構
の
ほ
か
に
、
七
、
人
世
紀
の
も
の
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
掘
立
柱
建
物
を

一
五
棟
検
出
し
た
。
中
で
も
小
型
の
総
柱
建
物
の
数
が

一
〇
棟
と
多
く
、　
一
般

の
集
落
と
は
様
相
が
異
な
る
。

台
地
の
縁
辺
部
で
は
、
九
七
年
度
に
木
簡
や
墨
書
土
器
が
出
土
し
た
溝
の
続

き
を
、
延
長
約
七
〇
ｍ
に
わ
た
っ
て
調
査
し
た
。
こ
の
溝
は
幅
約
三
ｍ
深
さ
約

一
。
五
ｍ
を
測
る
大
溝
で
、
低
湿
な
谷
と
高
燥
な
台
地
を
隔
て
る
よ
う
に
流
下

し
て
い
る
。
出
土
遺
物
は
七
１

一
一
世
紀
の
時
代
幅
が
あ
る
が
、
量
的
に
は
七

世
紀
後
半
―
八
世
紀
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
は

「神
門
」
「麻
奈
井
」

と
記
し
た
墨
書
土
器
や
斎
串

・
石
製
丸
輛
な
ど
が
あ
る
。
今
回
報
告
す
る
木
簡

二
点
は
、
こ
の
溝
を
切
り
込
ん
だ
砂
混
じ
り
粘
質
土
層
か
ら
出
土
し
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

ω

　

「
人
野
郷
神
門
米
〔剛
力
〕
　

　

　

□

　

　

　

（屋
ｙ
］巽
い
恩

②

　

「高
岸
三
上

マ
茂

×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ

益
受
釦
君

二
点
と
も
表
は
削
り
に
よ
る
調
整
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
裏
面
は
未
調
整
で
、

上
端
は
切
り
折
り
と
思
わ
れ
る
。
全
長
は
不
明
だ
が
、
一
百
〔と
も
幅
、
厚
み
が

同
じ
で
あ
る
。
原
材
は
異
な
る
が
、
と
も
に
柾
目
。

い
の

「
人
野
郷
」
は

『出
雲
国
風
土
記
』
に
あ
る
神
門
郡
入
野
郷
で
、
現
在

の
出
雲
市
矢
野
町
周
辺
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
人
名
の
下
に
、
五

文
字
分
程
度
の
空
白
を
置
い
て
、　
一
文
字
確
認
で
き
る
。
神
門
は
神
門
郡
を
本



領
と
す
る
氏
族
で
、
『出
雲
国
風
土
記
』
同
郡
条
の
末
尾
に
大
領
榊
門
臣
の
署

名
が
あ
る
ほ
か
、
天
平

一
一
年

「出
雲
国
大
税
賑
給
歴
名
帳
」
（正
倉
院
文
書
）

で
は
、
同
郡
に
神
門
臣
族

。
神
門
部
が
、
出
雲
郡
に
榊
門
が
見
ら
れ
る
。

②
の

「高
岸
」
は
神
門
郡
高
岸
郷
で
、
現
在
の
出
雲
市
塩
冶
町
に
高
西
の
遺

称
が
あ
る
。
『風
上
記
』
に
よ
る
と
神
亀
三
年

（七
一
一工◇

に

「高
崖
」
か
ら

「高
岸
」
に
表
記
を
改
め
た
と
あ
る
。
①
と
同
じ
く
、
地
名
の
下
に
人
名
が
続

く
が
、
途
中
で
欠
損
し
て
い
る
。
三
上
部
は
天
平

一
一
年

「出
雲
国
大
税
賑
給

歴
名
帳
」
の
出
雲
郡

・
神
門
郡
に
見
ら
れ
る
氏
で
あ
る
。

今
回
出
土
し
た
二
点
の
木
簡
は
形
態
、
法
量
、
記
載
方
法
の
点
で
共
通
し
て

い
る
が
、
過
去
の
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
に
も
同
種
の
も
の
が
あ
る
。
九
四
年

度
調
査
出
土
の
木
簡

「高
岸
榊
門
」
（本
誌
第
一
七
号
）
は
幅
が
や
や
広
い
が
、

今
回
報
告
の
②
と
同
じ
郷
を
記
し
、
「神
門
」
以
下
は
人
名
と
考
え
ら
れ
る
。

続
く
九
二
年
度
調
査
出
土
の
木
簡

「出
雲
積
豊
□
」
（本
誌
第
一
九
号
）
の
場
合
、

原
形
が
判
明
し
な
い
が
、
類
推
す
れ
ば
こ
れ
は
人
名
で
、
そ
の
上
に
郷
名
が
記

さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
神
門
郡
内
の
郷
名
を
記
し
た
木
簡
が
複
数
出
土
し
た
こ
と
な

ど
か
ら
、
三
田
谷
Ｉ
遺
跡
は
単
な
る
集
落
で
は
な
く
神
門
郡
衛
に
関
連
し
た
施

設
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
九
八
年
度
に
は
神
戸
川
左
岸
に
あ
る
出
雲
市
古
志
本
郷
遺
跡
で
、
神

門
郡
庁
の

一
角
と
思
わ
れ
る
遺
構
が
発
見
さ
れ
た
。
遺
構
の
重
複
関
係
か
ら
前

後
二
期
に
分
け
ら
れ
る
が
、
厳
密
な
時
期
決
定
や
郡
衡
施
設
の
構
造
の
解
明
な

ど
今
後
の
調
査
の
進
展
が
待
た
れ
る
。

三
田
谷
Ｉ
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
、
神
門
郡
衛
と
周
辺
諸
施
設
と
の
関

係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
資
料
と
な
ろ
う
。

釈
読
に
あ
た
り
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
舘
野
和
己
氏
、
当
セ
ン
タ
ー
平
石

充
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。
特
に
舘
野
氏
に
は
調
査
指
導
の
当
日
に
い
の
木
簡
が

出
土
し
、
現
地
で
釈
読
い
た
だ
い
た
。

９
　
関
係
文
献

島
根
県
教
育
委
員
会

『斐
伊
川
放
水
路
発
掘
物
語
句
営
一昌

（
一
九
九
九
年
）

（熱
田
貴
保
）




